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市
で
は
、
一
般
競
争
入
札
と
随
意
契
約（
先
着

順
）で
市
有
財
産（
土
地
）を
売
却
し
ま
す
。

※
一
般
競
争
入
札
の
物
件
に
つ
い
て
は
、現
地
説

明
会
を
開
催
し
ま
す（
必
須
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

申
込
用
紙
は
総

務
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て

持
参
し
て
く
だ
さ
い（
必
要
書
類
は
総
務
課

財
産
係
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

※
詳
細
は
電
話
な
ど
で
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
細
を
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

総
務
部
総
務

課（
財
産
係
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市
内
の
中
高
生
の
「
生
き
る
力
」「
課
題

を
解
決
す
る
力
」
を
育
み
、
将
来
の
起
業

家
と
し
て
育
成
を
図
る
た
め
「
起
業
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

教
育
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
ど
な
た
で

も
無
料
で
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
生
徒
だ

け
で
な
く
大
人
に
と
っ
て
も
参
考
に
な
る

内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
観
覧
く

だ
さ
い
。

▼
市
内
の
中
学
生
、
高
校
生

の
希
望
者
20
人
を
学
校
を
通
じ
て
募
集
し
、

４
チ
ー
ム
を
編
成
▼
起
業
・
創
業
に
関
わ
る

会
社
設
立
、
事
業
計
画
作
成
、
資
金
調
達
、

模
擬
店
運
営
、
財
務
諸
表
作
成
、
決
算
処

理
ま
で
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
体
験

本
事
業
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
多
く
の
地
域
関
係
機
関
か
ら

協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
ブ
ラ
ン
ド

戦
略
室
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東
日
本
大
震
災
か
ら
４
年
。
市
内
で
も

多
く
の
被
害
が
出
ま
し
た
。
地
震
は
防
ぐ

こ
と
が
で
き
な
い
自
然
災
害
で
す
。
し
か

し
備
え
る
こ
と
で
被
害
を
少
な
く
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
、
お
住
ま
い
の
木
造
住
宅
の
耐

震
診
断
、
耐
震
補
強
工
事
な
ど
に
対
す
る

助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
件
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

耐
震
診
断
50
件
、

耐
震
改
修
工
事
10
件
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
撤
去
５
件
、
生
垣
な
ど
の
設
置
５
件

※
対
象
物
件
や
補
助
額
な
ど
に
つ
い
て
は
、

区
分
や
建
物
の
規
模
で
異
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
住
宅
都
市
整
備
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。平

成
27
年
12
月
18
日（
金
）

建
設
部
住
宅

都
市
整
備
課
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昨
年
４
月
の
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う

低
所
得
者
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、

本
年
度
も
臨
時
福
祉
給
付
金
を
給
付
し
ま

す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は
７
月

末
日
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。
通
知
の

内
容
を
確
認
い
た
だ
き
、
忘
れ
ず
に
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。▼

本
年
１
月
１
日
に
登

米
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
▼
本
年
１
月

１
日
に
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
▼
平

成
27
年（
平
成
26
年
中
）市
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
▼
平
成
27
年（
平
成
26
年
中
）

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
税
扶
養

さ
れ
て
い
な
い
。

１
人
６
千
円

平
成
27
年
８
月
３
日（
月
）

〜
12
月
28
日（
月
）

※
郵
便
申
請
の
場
合
は
、
平
成
27
年
12
月

28
日
消
印
有
効
。登

米
市
臨
時
福
祉
給
付
金

専
用
電
話
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※
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合
は
お
近
く

の
警
察
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国勢調査は、平成 27 年 10 月１日現在、日本に住んでいる全ての人およ 
　び世帯が対象です。
平成 27 年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で

　欠くことのできないデータを得るため実施します。調査結果は、さまざ
　まな法令に利用が定められているほか、社会福祉、雇用政策、生活環境
　の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。
今回の調査では、先にインターネットでの回答を受け付け、インターネッ
　トで回答されなかった世帯には紙の調査票を配布して調査をします。紙
　の調査票は、調査員に直接提出いただくか、郵送でも提出いただけます。
９月 10 日から、調査員がインターネット回答のための書類を配布しま

　すので、インターネットでの回答をお願いします。
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